
  

5 各種チェックリスト 

 
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目

 
詳

細
・

留
意

事
項

 
参

照
 

ペ
ー

ジ
 

根
拠

法
・

条
文

 

☐
 

事
業

に
従

事
す

る
組

合
員

と
の

労
働

契
約

の
締

結
 

事
業

に
従

事
す

る
組

合
員

（
代

表
理

事
、

専
任

理
事

、
監

事
を

除
く

）
と

は
、

必
ず

労
働

契
約

を
締

結
す

る
義

務
が

あ
り

ま
す

。
 

P
.
6
2
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
0
条

第
1
項

 

☐
 

労
働

条
件

の
明

示
（

労
働

条
件

通
知

書
の

交
付

）
 

労
働

契
約

の
締

結
に

際
し

、
「

労
働

条
件

通
知

書
」

を
必

ず
書

面
等

で
交

付
し

ま
す

。
賃

金
、

労
働

時
間

、
契

約
期

間
、

就
業

場
所

・
業

務
内

容
（

将
来

の
変

更
範

囲
も

含
む

）
な

ど
は

必
須

の
明

示
事

項
で

す
（

漏
れ

の
な

い
よ

う
に

右
記

ペ
ー

ジ
を

参
照

の
こ

と
）

。
 

P
.
6
2
～

6
3
 

【
労

働
基

準
法

】
 

第
1
5
条

 

☐
 

就
業

規
則

の
作

成
・

届
出

 
常

時
1
0
人

以
上

の
労

働
者

を
使

用
す

る
場

合
、

就
業

規
則

を
作

成
し

、
労

働
基

準
監

督
署

に
届

け
出

る
義

務
が

あ
り

ま
す

。
 

（
注

）
就

業
規

則
の

作
成

・
変

更
に

は
、

労
働

者
の

過
半

数
を

代
表

す
る

者
の

意
見

聴
取

が
必

要
で

す
 
。

代
表

者
は

、
役

員
や

部
長

、
工

場
長

等
、

労
働

条
件

の
決

定
、

そ
の

他
労

務
管

理
に

つ
い

て
経

営
者

と
一

体
的

な
立

場
に

あ
る

者
以

外
の

者
の

中
か

ら
、

使
用

者
の

意
向

で
は

な
く

、
労

働
者

に
よ

る
投

票
や

挙
手

等
に

よ
り

選
出

し
ま

し
ょ

う
。

 

P
.
6
0
～

6
2
 

【
労

働
基

準
法

】
 

第
8
9
条

、
第

9
0
条

 

☐
 

労
働

時
間

の
把

握
 

1
日

8
時

間
・

週
4
0
時

間
(
※

)
の

法
定

労
働

時
間

を
遵

守
し

、
タ

イ
ム

カ
ー

ド
等

の
客

観
的

な
記

録
に

基
づ

き
労

働
時

間
を

適
正

に
把

握
・

管
理

す
る

義
務

が
あ

り
ま

す
。

 
「

労
働

時
間

の
適

正
な

把
握

の
た

め
に

使
用

者
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

平
成

2
9
年

1
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
策

定
）

に
基

づ
き

適
正

に
労

働
時

間
を

把
握

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
※

）
商

業
、

映
画

演
劇

業
（

映
画

制
作

事
業

を
除

く
）

、
保

険
衛

生
業

、
接

客
娯

楽
業

の
事

業
で

あ
っ

て
、

規
模

1
0
人

未
満

の
事

業
場

に
つ

い
て

は
１

週
4
4
時

間
、

１
日

８
時

間
制

が
認

め
ら

れ
て

い
る

。
 

P
.
6
5
 

【
労

働
基

準
法

】
 

第
3
2
条

、
第

4
0
条

 
【

労
働

基
準

法
施

行
規

則
】

 
第

2
5
条

の
2
第

1
項

、
 

【
労

働
安

全
衛

生
法

】
 

第
6
6
条

の
8
の

3
 

【
労

働
安

全
衛

生
規

則
】

 
第

5
2
条

の
7
の

3
 

☐
 

時
間

外
・

休
日

労
働

に
関

す
る

協
定

届
（

3
6
協

定
）

の
締

結
・

届
出

 

法
定

労
働

時
間

を
超

え
て

労
働

さ
せ

る
場

合
、

ま
た

は
法

定
休

日
に

労
働

さ
せ

る
場

合
は

、
必

ず
3
6
協

定
を

締
結

し
、

労
働

基
準

監
督

署
に

届
け

出
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
P
.
6
4
～

6
5
 

【
労

働
基

準
法

】
 

第
3
6
条

 

☐
 

賃
金

及
び

割
増

賃
金

の
適

切
な

支
払

い
、

賃
金

台
帳

の
作

成
 

賃
金

支
払

5
原

則
（

通
貨

払
、

直
接

払
、

全
額

払
、

毎
月

払
、

一
定

期
日

払
）

を
遵

守
し

 
、

都
道

府
県

別
の

最
低

賃
金

額
を

上
回

る
賃

金
を

支
払

い
ま

す
。

時
間

外
・

休
日

・
深

夜
労

働
に

は
法

律
で

定
め

ら
れ

た
割

増
賃

金
が

必
要

で
す

。
 

さ
ら

に
、

賃
金

台
帳

を
調

製
し

、
賃

金
支

払
の

都
度

、
必

要
事

項
を

記
入

し
ま

し
ょ

う
。

 

P
.
6
5
～

6
6
 

【
労

働
基

準
法

】
 

第
2
4
条

、
第

3
7
条

、
第

1
0
8

条
 
 

【
労

働
基

準
法

施
行

規
則

】
 

第
5
4
条

第
1
項

 
【

最
低

賃
金

法
】

 
第

4
条

 

☐
 

年
次

有
給

休
暇

の
付

与
及

び
管

理
 

法
律

に
基

づ
き

年
次

有
給

休
暇

を
付

与
し

ま
す

 
。

年
1
0
日

以
上

付
与

す
る

労
働

者
に

は
年

5
日

を
取

得
さ

せ
る

義
務

が
あ

り
ま

す
。

年
次

有
給

休
暇

管
理

簿
を

作
成

し
5
年

間
（

当
分

の
間

は
3
年

間
）

保
存

し
ま

す
。

 

P
.
6
6
～

6
7
 

 
【

労
働

基
準

法
】

 
第

3
9
条

 
【

労
働

基
準

法
施

行
規

則
】

 
第

2
4
条

の
7
 

☐
 

健
康

診
断

の
実

施
 

雇
入

れ
時

お
よ

び
年

1
回

、
定

期
健

康
診

断
等

を
実

施
す

る
義

務
が

あ
り

ま
す

。
法

人
の

義
務

で
あ

り
、

労
働

者
が

受
診

し
な

い
場

合
は

業
務

命
令

と
し

て
指

示
が

必
要

で
す

。
 

P
.
6
8
～

6
9
 

【
労

働
安

全
衛

生
法

】
 

第
6
6
条

 
【

労
働

案
税

衛
生

規
則

】
 

第
4
3
条

、
第

4
4
条

、
第

4
5

条
等
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5 各種チェックリスト 

 
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目

 
詳

細
・

留
意

事
項

 
参

照
 

ペ
ー

ジ
 

根
拠

法
・

条
文

 

☐
 

労
働

災
害

へ
の

対
応

 
労

働
災

害
発

生
時

は
、

労
働

者
死

傷
病

報
告

を
労

働
基

準
監

督
署

に
提

出
し

ま
す

 
。

い
わ

ゆ

る
「

労
災

か
く

し
」

は
法

律
違

反
で

す
。

 

休
業

日
数

が
４

日
未

満
で

あ
れ

ば
四

半
期

ご
と

、
４

日
以

上
で

あ
れ

ば
労

働
災

害
発

生
後

遅
滞

な
く

提
出

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
休

業
日

数
が

４
日

未
満

で
あ

る
か

、
４

日
以

上
で

あ
る

か
に

よ
っ

て
様

式
が

異
な

る
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

）
 

★
労

働
災

害
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

、
日

頃
か

ら
労

働
安

全
衛

生
法

等
に

基
づ

き
対

策
を

講
じ

ま
し

ょ
う

。
 

P
.
6
9
 

【
労

働
安

全
衛

生
法

】
 

第
1
0
0
条

 
 

【
労

働
安

全
衛

生
規

則
】

 

第
9
7
条

 

☐
 

役
員

の
責

任
と

義
務

の
理

解
 

役
員

（
理

事
・

監
事

）
は

組
合

に
対

し
、

善
良

な
る

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

職
務

を
行

う
義

務
（

善
管

注
意

義
務

）
を

負
い

ま
す

。
加

え
て

、
理

事
は

、
法

令
・

定
款

等
を

遵
守

し
組

合
の

た
め

に
忠

実
に

職
務

を
行

う
義

務
（

忠
実

義
務

）
を

負
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、

役
員

の
適

正
な

職
務

執
行

の
確

保
の

観
点

か
ら

、
労

働
者

協
同

組
合

法
上

、
役

員

は
、

①
 
組

合
に

対
す

る
任

務
懈

怠
に

基
づ

く
損

害
賠

償
責

任
（

任
務

懈
怠

責
任

）
、

②
 
第

三

者
に

対
す

る
損

害
賠

償
責

任
（

不
法

行
為

責
任

）
を

負
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

役
員

が
上

記
の

損
害

賠
償

責
任

を
負

う
場

合
、

他
の

役
員

も
そ

の
損

害
賠

償
責

任
を

負
う

と
き

に
は

こ
れ

ら
の

役
員

は
連

帯
債

務
者

と
な

る
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

が
債

務
全

額
を

履
行

す
る

義
務

を
負

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
さ

ら
に

、
民

法
上

の
不

法
行

為
責

任
も

負
い

ま
す

。
 

P
.
3
8
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 

第
3
4
条

、
第

3
8
条

 
、

第
4
5

条
、

第
4
6
条

、
第

4
7
条

 

【
民

法
】

 

第
6
4
4
条

、
第

7
0
9
条

、
第

7
1
5
条

 

☐
 

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
 

組
合

員
が

議
決

権
の

行
使

や
脱

退
な

ど
、

組
合

員
と

し
て

の
正

当
な

行
為

を
し

た
こ

と
を

理
由

に
、

解
雇

そ
の

他
の

労
働

関
係

上
の

不
利

益
な

取
扱

い
を

す
る

こ
と

は
固

く
禁

じ
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

―
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 

第
2
1
条

 

☐
 

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

防
止

措
置

 
職

場
に

お
け

る
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

、
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

妊
娠

・
出

産
等

に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
及

び
育

児
・

介
護

休
業

等
に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
の

た
め

、
事

業
主

は
雇

用
管

理
上

必
要

な
措

置
（

相
談

窓
口

の
設

置
、

研
修

の
実

施
等

）
を

講
じ

る
こ

と
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
併

せ
て

、
事

業
主

に
相

談
し

た
こ

と
等

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

も
禁

止
さ

れ
て

い
ま

す
。

以
下

の
指

針
を

も
と

に
適

切
に

防
止

措
置

等
を

講
じ

ま
し

ょ

う
。

 
・

「
事

業
主

が
職

場
に

お
け

る
優

越
的

な
関

係
を

背
景

と
し

た
言

動
に

起
因

す
る

問
題

に
関

し
て

雇
用

管

理
上

講
ず

べ
き

措
置

等
に

つ
い

て
の

指
針

」
（

令
和

２
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

５
号

）
 

・
「

事
業

主
が

職
場

に
お

け
る

性
的

な
言

動
に

起
因

す
る

問
題

に
関

し
て

雇
用

管
理

上
講

ず
べ

き
措

置
等

に
つ

い
て

の
指

針
」

（
平

成
1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
1
5
号

）
 

・
「

事
業

主
が

職
場

に
お

け
る

妊
娠

、
出

産
等

に
関

す
る

言
動

に
起

因
す

る
問

題
に

関
し

て
雇

用
管

理
上

講
ず

べ
き

措
置

等
に

つ
い

て
の

指
針

」
（

平
成

2
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

3
1
2
号

）
 

・
「

子
の

養
育

又
は

家
族

の
介

護
を

行
い

、
又

は
行

う
こ

と
と

な
る

労
働

者
の

職
業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

事
業

主
が

講
ず

べ
き

措
置

等
に

関
す

る
指

針
」

（
平

成
2
1
年

厚

生
労

働
省

告
示

第
5
0
9
号

）
 

P
.
7
5
 

【
労

働
施

策
総

合
推

進
法

】
 

第
3
0
条

の
2
 

【
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

】
 

第
1
1
条

、
1
1
条

の
3
 

【
育

児
・

介
護

休
業

法
】

 

第
2
5
条

 

☐
 

  

行
政

庁
に

よ
る

監
督

へ
の

対
応

 
行

政
庁

は
、

法
令

違
反

の
疑

い
が

あ
る

場
合

に
報

告
徴

収
や

検
査

を
行

い
、

措
置

命
令

等
を

出

す
権

限
を

持
っ

て
い

ま
す

。
こ

れ
ら

の
調

査
に

は
誠

実
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 

第
1
2
5
条

～
第

1
2
7
条

等
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※
あ

く
ま

で
基

本
的

な
手

続
き

の
一

例
と

な
り

ま
す

。
状

況
に

よ
っ

て
、

他
に

も
必

要
な

手
続

き
が

生
じ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

 


